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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年２月１８日（火）午前　９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時４７分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 南野直司  副委員長 大澤千恵子 委　　員 森西　　正

委　　員 東　久美子 委　　員 中川嘉彦  委　　員 山崎雅数

委　　員 嶋野浩一朗

議　　長 村上英明  副 議 長 野原　　修

議　　員 上村高義

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　有山　泉

１．出席した議会事務局職員

事務局長　寺本敏彦　　同局局次長　藤井智哉　　同局総括主査　湯原正治

同局主査　田村信也　　同局書記　長澤佳子　　　同局書記　井上智之

１．案件

・平成２６年第１回定例会審議日程及び議事日程について
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（午前９時５８分　開会）

○南野直司委員長　ただいまから議会運

営委員会を開会します。

　まず、理事者から挨拶を受けることに

します。

　副市長。

○小野副市長　おはようございます。本

日、議会運営委員会を開催頂きまして、

ありがとうございます。来たる２０日か

ら開催予定の平成２６年第１回定例会に

おきまして、予算案件１５件、人事案件

３件、条例案件１８件、その他案件２件

の計３８件を予定しております。案件の

概要につきましては総務部長より説明さ

せますのでよろしくお願い申し上げます。

○南野直司委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は東委員を

指名します。

　それでは、第１回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いします。

　総務部長。

○有山総務部長　それでは、平成２６年

第１回定例会提出案件の概略説明をさせ

ていただきます。

　まず、議案第１号から議案第８号まで

は、各会計の平成２６年度当初予算でご

ざいます。お手元に配付させていただい

た資料に基づきまして説明させていただ

きます。

　議案第１号は、平成２６年度摂津市一

般会計予算でございます。歳入歳出総額

は当初予算額３３３億４，４１１万５，

０００円となり、平成２５年度当初予算

額３２４億７，３２３万２，０００円と

比べまして、８億７，０８８万３，００

０円、２．７％の増となっております。

　次ページの一般会計予算総括表で歳入

の前年度比較、歳出で款別及び性質別で

前年度比較をしておりますので、併せて

ご参照願います。

　次に、各特別会計の当初予算でござい

ます。まず、議案第２号、平成２６年度

摂津市水道事業会計予算は、表の中段以

降をご参照ください。収益的収入は、２

１億９，５０１万１，０００円となり、

対前年度３２７万９，０００円、０．１

％の減となります。次に収益的支出は１

９億７，１８４万３，０００円で、対前

年度３，８４９万２，０００円、１．９

％の減となっております。

　次に資本的収入は３，４７０万円とな

り、前年度と比較しまして３８０万円、

１２．３％の増となっております。一方、

資本的支出では９億６，０２９万４，０

００円となり、対前年度３億５，４８７

万４，０００円、５８．６％の増となっ

ております。

　その結果、それぞれの収入合計（１）

プラス（３）では２２億２，９７１万１，

０００円となり、対前年度５２万１，０

００円、微増となっております。支出合

計（２）プラス（４）のＣ欄では２９億

３，２１３万７，０００円となり、対前

年度３億１，６３８万２，０００円、１

２．１％の増となっております。

　続きまして、議案第３号、平成２６年

度摂津市国民健康保険特別会計予算の当

初予算額は、１１２億８，３５２万３，

０００円であり、対前年度では２億１，

５８２万２，０００円、２．０％の増と

なっております。

　議案第４号、平成２６年度摂津市財産

区財産特別会計予算では、当初予算１６

億９，８８４万５，０００円は、対前年

度３，３２４万２，０００円、２．０％

の増の予算となっております。

　議案第５号、平成２６年度摂津市公共

下水道事業特別会計予算では、当初予算

額６２億１，６３３万円となり、対前年

度４億９，８７５万７，０００円、８．
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７％増となっております。

　議案第６号、平成２６年度摂津市パー

トタイマー等退職金共済特別会計予算で

は、当初予算額１，７３４万６，０００

円となっております。対前年度３６１万

７，０００円、１７．３％減となってお

ります。

　議案第７号、平成２６年度摂津市介護

保険特別会計予算では、当初予算額４７

億９，６６５万１，０００円となり、対

前年度２億６，５６６万３，０００円、

５．９％の増となっております。

　議案第８号は、平成２６年度摂津市後

期高齢者医療特別会計予算でございます。

当初予算額８億４，４００万３，０００

円を計上いたしており、対前年度５，９

７５万６，０００円、７．６％増となっ

ております。

　続きまして議案第９号から議案第１５

号までは、平成２５年度の各会計の補正

予算となっております。年度末を控え、

決算を見込みながら、予算執行額の不用

額の整理のほか、一部増額補正を行う等、

予算調整を図っております。各会計の補

正状況は３枚目に平成２５年度摂津市３

月補正予算総括表としてまとめておりま

す。

　先ずはじめに、議案第９号は平成２５

年度摂津市一般会計補正予算第６号でご

ざいます。１２５万８，０００円の増額

補正を行い、補正後予算額は３３９億７

２，７３６万６，０００円といたすもの

で、臨時福祉給付費・子育て世帯臨時特

例給付費の給付事業に係る３月までの経

費を計上いたしております。債務負担行

為の補正は、臨時福祉給付金等給付事業

で期間は平成２６年度とし、限度額４，

６７０万６，０００円を計上しておりま

す。

　次に、議案第１０号、平成２５年度摂

津市一般会計補正予算第７号でございま

す。８，４５１万５，０００円の増額補

正を行い、補正後予算額は３４０億１，

１８８万１，０００円といたすものであ

ります。今回の補正の中に、国の一時補

正に伴う学校施設環境改善交付金による

小学校耐震補強等事業３億７，４８１

万６，０００円及び中学校耐震補強等事

業６億７，４８３万４，０００円は補正

後、平成２６年度へ繰り越しいたします。

　次に、議案第１１号の平成２５年度摂

津市水道事業会計補正予算第２号は、中

段より下に記載しておりますように、収

益的収入では６２９万２，０００円の減

額補正、収益的支出において２，４０１

万円の減額補正、資本的収入は補正計上

はなく、資本的支出では１，１０７万３，

０００円の減額補正となっております。

　その結果、収入合計では６２９万２，

０００円減額補正となり、補正後額２２

億２，２８９万８，０００円とするもの

です。支出合計では３，５０８万３，０

００円の減額となり、補正後額２５億６，

７１３万６，０００円とするものです。

　議案第１２号は、平成２５年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算第５号で、

１億６５６万６，０００円の増額補正を

行い、補正後額１１５億４，６８４万７，

０００円とするものです。

　続きまして、議案第１３号、平成２５

年度摂津市公共下水道事業特別会計補正

予算第２号は、６８４万３，０００円の

減額補正を行い、補正後額５９億５，６

０８万３，０００円とするものです。

　議案第１４号、平成２５年度摂津市介

護保険特別会計補正予算第３号は５，７

９７万３，０００円の増額補正を行い、

補正後額４６億５，９２２万４，０００

円とするものです。

　議案第１５号、平成２５年度摂津市後
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期高齢者医療特別会計補正予算第２号は、

３，３２８万８，０００円の増額補正を

行い、補正後額８億２，１１０万９，０

００円とするものです。

　議案第１６号、公平委員会委員の選任

について同意を求める件であります。

　現在、委員として就任いただいており

ます泉正紹氏が平成２６年３月１３日を

もって任期満了となります。その後任と

して、村山英昭氏に就任をお願いするも

ので、地方公務員法第９条の２第２項の

規定により、議会の同意を求めるもので

す。

　議案第１７号、固定資産評価審査委員

会委員の選任について同意を求める件で

あります。

　現在、委員として就任していただいて

おります玉井敬浩氏が平成２６年４月２

１日に任期が満了となります。玉井敬浩

氏に再任をお願いするもので、地方税法

第４２３条第３項の規定により、議会の

同意を求めるものです。

　議案第１８号、監査委員の選任につい

て同意を求める件であります。

　現在、委員として就任いただいており

ます脇田俊弘氏が平成２６年５月１８日

をもって任期満了となります。その後任

として、奥村良夫氏に就任をお願いする

もので、地方自治法第１９６条第１項の

規定により、議会の同意を求めるもので

す。

　次に、議案第１９号は市道路線認定の

件でございます。別府８１号線ほか４路

線の路線認定であり、総延長２４１．８

メートルの認定となっております。

　議案第２０号は損害賠償の額を定める

件でございます。

　平成２５年３月２５日午後６時頃、摂

津市鳥飼中三丁目３番３０号地先、ゆり

のき公園内で屋根付きシェルターの梁部

分に児童二人がぶらさがって遊んでいた

ところ、シェルターの支柱が折れ、側に

いた１０歳児が右下腿部を骨折したもの

です。損害賠償の額１０１万５，５１０

円の損害賠償を支払うものです。

　なお、この損害賠償額については、全

国市長会市民総合賠償保険から支払われ

ます。

　続きまして、議案第２１号は摂津市消

防長及び消防署長の資格を定める条例制

定の件であります。

　消防組織法の一部改正の施行に伴い、

条例の一部を改正するものです。その内

容は消防組織法第１５条第２項の規定に

基づく消防長及び消防署長の資格の基準

を参酌し、条例に定めるものです。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第２２号は摂津市事務分掌条例の

一部を改正する条例制定の件であります。

　平成２６年４月１日に予定されている

機構改革に伴う変更を条例で定めるもの

です。その内容は総務部総務課にあった

市史編さん業務を市史編さん室とし、新

たに設けるための改正となっております。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第２３号の摂津市附属機関に関す

る条例等の一部を改正する条例制定の件

であります。

　地方自治法第１３８条の４第３項の主

旨に鑑み、附属機関及び規則や要綱で設

置している会議体を見直し、条例の一部

を改正するものです。その内容は附属機

関に該当するものを条例で定めるもので、

新たに規定する審議会は、摂津市男女共

同参画推進審議会、摂津市保育料審議会、

摂津市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画推進審議会、摂津市都市景観まち

づくり審議会、摂津市水道事業経営審議
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会の５審議会。

　新たに規定する委員会は、摂津市市民

公益活動推進委員会、摂津市予防接種健

康被害調査委員会、摂津市老人ホーム入

所判定委員会、摂津市小中学校結核対策

委員会、摂津市立小中学校教科用図書選

定委員会、摂津市いじめ問題対策委員会

の６委員会。

　新たに規定する協議会は、摂津市健康

づくり推進協議会、摂津市地域福祉計画

推進協議会、摂津市次世代育成支援行動

計画推進協議会の３協議会となっており

ます。

　それぞれ条例で定めるものでござます。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第２４号、摂津市職員の修学部分

休業に関する条例及び摂津市職員の高齢

者部分休業に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件であります。

　地方公務員法の一部改正の施行に伴い、

条例の一部を改正するものです。その内

容は、摂津市職員の修学部分休業に関す

る条例の一部を改正する条例で、地方公

務員法に規定する修学部分休業期間につ

いて修学に必要と認められる期間と定め

るものです。

　摂津市職員の高齢者部分休業に関する

条例の一部を改正する条例で、地方公務

員法に規定する高齢者部分休業について

高齢の要件にかかる規定を削除し、公務

の運用に支障のない範囲で高年齢職員の

ニーズに応えるため、期間は５年とし、

年齢は５５歳とするものです。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第２５号、特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例制定の件でありま

す。

　特別職の非常勤職員について、勤務態

様を勘案し、適性な任用を図るため条例

の一部を改正するものです。改正内容は、

今後任用の見込みのない１２種類の嘱託

員を廃止し、新たに４種類の委員を追加

し、選挙にかかる１２種類について国基

準に報酬額を見直すものでございます。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第２６号、摂津市職員の管理職手

当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件であります。

　選挙管理委員会事務局と監査委員事務

局及び公平委員会事務局を併合すること

に伴い条例の一部を改正するものです。

改正の内容は、事務局長を部長級にし、

その下に次長級をおくため、それぞれの

管理職手当の額を定めるもので、旧局長、

課長級５万５，０００円を新局長、部長

級８万円に、また従前は局次長をおいて

いませんが、新局次長、次長級の場合６

万円に、課長級の場合は５万５，０００

円とするものです。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　続きまして、議案第２７号は一般職の

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例制定の件であります。

　環境センターの業務の一部を委託する

ことなどにより条例の一部を改正するも

のです。その内容は、一般廃棄物の焼却

若しくは焼却残さ処理業務の特殊勤務手

当を従前、給料月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計の１００分の１２．

５としていたものを、改正後、業務一日

につき６００円とし、また、し尿処理業

務の特殊勤務手当を従前、日勤業務一回

につき６００円、夜勤業務一回につき１，

３００円としていたものを、改正後、業

務一日につき６００円とします。
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　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第２８号は摂津市職員の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件であります。

　地方独立行政法人法の一部改正の施行

に伴う条文の整備及び退職手当の調整を

国の基準にあわせるため条例の一部を改

正するものです。その内容ですが、退職

手当の調整額を改正するもので、第１号

区分、部長級４万５，８５０円を５万円

に、第２号区分、次長級４万１，７００

円を４万５，８５０円に、第３号区分、

課長職３万３，３５０円を４万１，７０

０円と改めます。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　続きまして、議案第２９号、議会の議

員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例等の一部を改正する条例制

定の件であります。

　「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」の改正に伴

い条例の一部を改正するものです。その

内容は議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例等の一部を

改正する条例で、条例第１０条の２第２

号中「第５条第１２項」を「第５条第１

１項」とすること。

　摂津市立ふれあいの里条例の一部を改

正する条例で、条例第５条第２号中「第

５条第１４項」を「第５条第１３項」に、

同条第３号中「第５条第１５項」を「第

５条第１４項」とすること。

　摂津市立みきの路の一部を改正する条

例で、条例第２条第２号中「第５条第１

２項」を「第５条第１１項」とすること。

　摂津市消防団員等公務災害補償条例の

一部を改正する条例で、条例第９条の２

第２号中「第５条第１２項」を「第５条

第１１項」とするなど、それぞれ引用文

の整理を行っております。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第３０号、摂津市私立幼稚園の園

児の保護者に対する補助金交付条例の一

部を改正する条例制定の件であります。

　全ての階層を支給対象としている現行

条例に対象外の階層をおくため条例の一

部を改正するものです。その内容は条例

の規定中、補助対象者を園児の保護者と

し、ただし書きとして規則に定める補助

対象外保護者を除くとしております。た

だし、補助対象外保護者については、平

成２６年度から国の幼稚園就園奨励補助

金交付要綱の改定により補助されること

となっております。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第３１号、摂津市立児童センター

条例の一部を改正する条例制定の件であ

ります。

　利用者の利便性を図るため条例の一部

を改正するもので、その内容は、従前の

児童センターの開館時間午前８時４５分

から午後５時１５分までを、５月１日か

ら８月１日までの間にあって、午前８時

４５分から午後６時１５分までと改正い

たします。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第３２号、摂津市立障害児童セン

ター条例の一部を改正する条例制定の件

であります。

　児童福祉法の一部改正の施行に伴い条

例の一部を改正するものです。その内容

は、児童発達支援事業及び保育所等訪問

支援を実施するため、条例名を「摂津市

立障害児童センター」から「摂津市立児

童発達支援センター」に改め、規定中、
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「児童発達センター」を「児童発達支援

センター」に改めます。

　また、新たな事業として、障害児通所

指導事業として保育所等訪問支援を加え

ます。平成２６年３月３１日までの使用

料の額の特例は、平成３１年３月３１日

まで延長します。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第３３号、摂津市乳幼児等の医療

費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定の件であります。

　乳幼児の医療費助成の対象年齢を引き

上げるため改正するものでございます。

その内容は、通院による医療費の助成を

小学校終了まで拡大し、医療費の助成を

受ける対象のうち小中学生の場合には所

得制限を設けるものです。

　なお、平成２６年９月１日から施行し

ます。

　議案第３４号、摂津市老人医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例制

定の件であります。

　老人医療費助成対象者の市単独事業廃

止のため条例の一部を改正するものです。

その内容は、老人医療費助成対象者の市

単独事業廃止、一部負担金補助対象者の

障害手帳３級、４級及び被爆者健康手帳

を交付する要件の市単独事業を廃止する

ものです。

　なお、平成２６年８月１日から施行し

ます。

　議案第３５号、摂津市立自動車駐車場

条例の一部を改正する条例制定の件であ

ります。

　摂津市立自動車駐車場の利用者の利便

性及び利用率の向上を図るため条例の一

部を改正するもので、その内容は摂津市

立小川自動車駐車場で供用時間を「午前

９時から午後１０時まで」から「終日」

とし、休場日を「１２月２９日から１月

３日」までを休場日なしとします。また、

一時使用料を従前の一日一回につき一般

３００円、障害者１００円としていたも

のを、一日の範囲内で駐車時間が５時間

以内の場合は６０分以内ごとに一般１０

０円、障害者５０円とし、６時間を超え

る場合は一般６００円、障害者３００円

を最大とし、一日を超える駐車について

も、一日単位ごとに加算します。

　摂津市立フォルテ摂津自動車駐車場で

供用開始時間を「午前６時から午後１１

時まで」を「午前５時から翌日午前１時

ま」とします。

　摂津市立南摂津駅前第１自動車駐車場

で供用開始時間を「午前６時３０分から

午後１０時３０分まで」とあるものを

「終日」とし、休場日を「１２月３１日

から１月３日まで」を休場日なしとする

ものです。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第３６号、摂津市立自転車駐車場

条例の一部を改正する条例制定の件であ

ります。

　摂津市立自転車駐車場利用者の利便性

及び利用率の向上を図るため条例の一部

を改正するものです。その内容は摂津市

立南摂津駅前第３自転車駐車場で駐車で

きる車両の種類を「自転車」から「自転

車・原動機付自転車」とするもので、摂

津市立南摂津駅前第２自転車駐車場で供

用時間を「午前５時３０分から翌日午前

０時３０分まで」から「終日」とし、休

場日を「１２月３１日から１月３日まで」

とあるのを休場日なしとするものです。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　議案第３７号、摂津市犯罪被害者等支

援条例の一部を改正する条例制定の件で
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あります。

　刑事被告事件の手続への参加に伴う、

被害者参加人の経済的負担を軽減するた

め、犯罪被害者等の権利、利益の保護を

図るための刑事手続に付随する措置に関

する法律の一部が改正されたことに伴い、

条例の一部を改正するものです。その内

容は公判期日又は公判準備に出席した被

害者参加者に対し、国が被害者参加旅費

等支給する制度を創設したため、従前ま

で旅費を補助することとしていた条例第

１１条の規定を削るものです。

　なお、公布の日から施行するものです。

　議案第３８号、摂津市火災予防条例の

一部を改正する条例制定の件であります。

　消防法施行令及び地方公共団体の手数

料の標準に関する政令の一部が改正され

たことに伴い条例の一部を改正するもの

です。その内容は消防法施行令の一部を

改正による任用条文の整理及び消費税の

税率引き上げの影響に伴い、増額改定が

必要となる手数料のうち、消防法第１１

条第１項前段に規定する製造所及び一般

取扱所の設置の許可にかかる手数料、製

造所「９万１，０００円」を「９万２，

０００円」に改定し、一般取扱所「９万

１，０００円」を「９万２，０００円」

に改定するものです。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　今回お願いしております議案のうち、

議案第９号、平成２５年度摂津市一般会

計補正予算第６号につきましては、臨時

福祉給付費・子育て世帯臨時特例給付金

の給付事務にかかる３月までの経費を補

正するものであります。即決議案として

いただきたくお願いを申し上げます。

　本日の議会運営委員会に議案としてお

諮りできないもので、今後、平成２６年

第１回摂津市議会定例会に追加議案とし

て提出予定となるものが３件ございます。

　まず、平成２４年１０月２３日、民生

常任委員協議会に報告いたしました養子

縁組の届出にかかる損害賠償請求事件の

判決が平成２６年２月２６日、大阪地方

裁判所で結審が予定されております。判

決文受領後、市の対応について方針を決

定し、議案として追加させていただくこ

とも予想されるところであります。

　また、非常勤消防団員に係る退職報償

金の支給に関する条例の一部改正につい

ては政令改正が平成２６年３月上旬公布

予定となっております。この件につきま

しては、政令が予定どおり公布された場

合、平成２６年３月２５日議案の追加を

行い、３月２６日の議会運営委員会にお

諮りしたいと考えております。

　次に、国民健康保険条例の一部を改正

する条例について現時点で政令の公布が

なされておりません。３月上旬に公布さ

れた場合は、消防の追加議案と同様の扱

いをさせていただきたいと存じます。

　また、３月末に政令公布となった場合

は同日付けの専決で対応いただきたいこ

とも併せてお願い申し上げます。

　以上、平成２６年第１回定例会提出案

件の概略説明とさせていただきます。

○南野直司委員長　説明が終わりました。

　この際、何か質問があればお受けした

いと思います。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　このあと付託先の審議

が議運でやられるんですけども、議案第

２３号ですね、附属機関に関するという

ことになると、先ほどもご説明ありまし

たように民生常任委員会とか文教常任委

員会、総務だけでなくてそういった内容

にわたるかと思うんですけれども、そう

ゆうことでよろしいですよね。確認だけ

しときたいと思うんですが。
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○南野直司委員長　総務部長。

○有山総務部長　それぞれの委員会に付

託するということではなくて、これは条

例として一本のものでございまして、今

まで要綱あるいは規則で定めていたもの

を一括してやるもので、その性質上、一

括して審査していただきたいと思ってる

ところでございます。

○南野直司委員長　ほか何かないでしょ

うか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　ないようですので、

以上で質問を終わります。

　理事者の皆さんは退席いただいて結構

です。

　暫時休憩します。

（午前１０時３５分　休憩）

（午前１０時３９分　再開）

○南野直司委員長　再開します。　

　それでは、第１回定例会の審議日程及

び議事日程について事務局から説明をお

願いします。

　田村主査。

○田村主査　第１回定例会の審議日程等

の事務局案について説明申し上げます

　まず、会期は、２月２０日から３月２

８日までの３７日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の２月２０日は、平成２６年度市政運営

の基本方針と、付託案件についての提案

説明、即決案件の審議でございます。

　また、この日の午後５時１５分が議会

議案の届出締切りでございます。

　２月２５日の正午が代表質問の届出締

切りでございます。

　３月５日の本会議では、付託案件に対

する質疑、委員会付託ののち、６日にか

けての２日間が代表質問でございます。

　１０日が建設及び民生常任委員会、１

１日が総務及び文教常任委員会で１２日

及び１３日が常任委員会の予備日、１８

日が駅前等再開発特別委員会でございま

す。

　１９日の正午が一般質問の届出締切り

でございます。

　２６日が議会運営委員会、２８日は本

会議で、一般質問に続き、休会分の委員

長報告、採決の後、議会議案の審議となっ

ております。

　また、この日の本会議終了後開催いた

だく議会運営委員会は、次の定例会の審

議日程の仮決定をお願いするものでござ

います。

　以上が審議日程案でございます。

　続きまして、２ページからの議事日程

について説明申し上げます。

　まず、２月２０日につきましては、日

程１が会期の決定、日程２が平成２６年

度の市政運営の基本方針でございます。

　日程３は、議案第１６号、公平委員会

委員の選任同意、議案第１７号、固定資

産評価審査委員会委員の選任同意、議案

第１８号、監査委員の選任同意で、先ほ

どの協議会での態度表明をもとに、一括

簡易採決と備考欄に記載いたします。

　日程４は、議案第１号、平成２６年度

摂津市一般会計補正予算など、付託案件

の３２件で、一括して提案説明を受けて

いただきます。なお、質疑は後日となり

ます。

　日程５は、平成２５年度摂津市一般会

計補正予算第６号で、即決でございます。

　日程６は、議案第１９号、市道路線認

定の件で、即決でございます。

　日程７は、議案第２０号、損害賠償の

額を定める件で、即決でございます。

　３月５日は、日程１が議案第１号、平

成２６年度摂津市一般会計予算など付託

案件３２件で質疑ののち、所管の委員会

付託となります。

－9－



　日程２が代表質問でございます。

　６日も代表質問でございます。

　最終日、２８日につきましては、日程

１、一般質問ののち、日程２が、議案第

１号など委員会付託案件の３２件で、委

員長報告、採決となります。

　以上が議事日程でございます。

　次の議案付託表につきましては、総務、

建設、文教、民生の各常任委員会と議会

運営委員会及び駅前等再開発特別委員会

で審査いただく案件でございます。

　最後の所管別分割表につきましては、

議案第１号、平成２６年度一般会計予算

及び議案第１０号、平成２５年度一般会

計補正予算第７号について、付託された

委員会で審査いただく内容でございます。

　なおここで、所管別分割表につきまし

て一部訂正をさせていただきたいと思い

ます。

　議案第１０号、平成２５年度一般会計

補正予算第７号中の歳出、款３、民生費、

項１、社会福祉費、目３、国民年金総務

費につきまして、所管別分割表では１２

ページ、民生常任委員会に付託となって

おりますが、こちら内容的には財源内訳

のみの変更ということで、正しくは総務

常任委員会に付託が正しいということで、

３ページの総務常任委員会への付託とい

うことで訂正をさせていただきます。

　以上、事務局案の説明といたします。

○南野直司委員長　ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　異議がないようです

ので、それではそのように決定をいたし

ます。

　暫時休憩します。

（午前１０時４３分　休憩）

（午前１０時４６分　再開）

○南野直司委員長　再開します。

　報告事項がありますので、事務局から

説明をお願いします。

　田村主査。

○田村事務局主査　２月２０日の市長の

平成２６年度市政運営の基本方針に関す

る説明の際に、例年どおり写真撮影を行

いたいとの申し出があります。また、３

月５日、６日の代表質問時に質問議員の

写真撮影を行いますので、よろしくお願

いいたします。

○南野直司委員長　以上で本委員会を閉

会いたします。

（午前１０時４７分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　南 野 直 司

　議会運営委員　　東 　 久 美 子
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